
 

社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会 

役員の報酬及び費用弁償に関する規程 

 

（目的） 

第 １ 条  この規程は、社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会定款第１２号第２号、第３号及

び第２５条の規定に基づき、役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

（定義等） 

第 ２ 条  この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）役員とは、理事、監事をいう。 

（２）常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。この場合の常勤

役員は、社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会職員就業規則第１５条に規定する職員の

勤務時間において同様の勤務をする役員をいう。 

（３）常勤役員のうち、理事は常務理事という。 

 

（報酬等） 

第 ３ 条  この規程における役員報酬とは、常勤役員に対し、役員としての業務の対価として支

払うもで、報酬及び手当てを月額報酬として支給する。但し、常勤役員で使用者としての立場を

有する者に対しては、報酬等は支給しない。 

 ２ 前項の月額報酬は、社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会就業規則及び社会福祉法人河内長 

野市社会福祉協議会嘱託職員事務取扱要領の定めを準用する。 

３ 会議等で出張する場合の拘束時間については、勤務とみなす。 

 

（通勤手当） 

第 ４ 条  常勤役員には、その勤務実態に応じ、職員の支給基準に準じて通勤手当を支給する。 

 

（役員報酬の支払と控除） 

第 ５ 条  役員報酬は、原則として職員給与の支給日に支給する。 

 ２ 所得税、社会保険料等の控除及び本人からの申出のあった立替金、積立金等は、毎月の報酬か

ら控除して支給する。 

 ３ 月の途中で役員に就任したとき、または月の途中で役員を退任したとき、あるいは死亡したと

きは、報酬は日割計算で支給するものとする。 

 

（費用弁償） 

第 ６ 条  役員が、その職務のため、理事会・委員会に出席したときは、別表１により費用を弁

償する。但し、常勤役員で使用者としての立場を有する者に対しては、費用弁償は支給しない。 

 ２ 役員が、用務のために旅行したときは、社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会職員の旅費に

関する規程に基づき、旅費を支払うことができる。この場合、前項の費用弁償は行なわない。 

 



 

（支給方法） 

第 ７ 条  費用弁償及び旅費の支給方法については、通貨をもって本人に支給または支払うも 

のとする。但し、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むこ 

とができるものとする。 

 

（公 表） 

第 ８ 条  この規程をもって、社会福祉法第５９条に定める報酬等の支給の基準として公表す 

る。 

 

（改 廃） 

第 ９ 条  この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

（補 足） 

第 10 条  この規程の実施に関し必要な事項は、会長が評議員会の承認を経て、別に定めるも 

のとする。 

 

 

 

 

 

別表１ 費用弁償の額 

  

  日額 １，５００円 

 

 

 

附 則 

 

１ この規程は、平成２９年６月２３日（定時評議員会の議決日）から施行し、平成２９年４月 

１日より適用する。 

  

 １ 平成２０年４月１日施行の社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会役員報酬規程は廃止する。 

 

 


